刈谷市おくやみハンドブック無償提供者公募型プロポーザル実施概要書

１　目　的
おくやみハンドブックの仕様は事業者により異なるため、利用者にとって見やすいレイアウトや表記方法のものを選定するとともに、広告募集の考え方や、市民に分かりやすく有益な案内であるかなどを審査する必要があることから、公募型プロポーザルにより無償提供者を選定する。

２　業務名
刈谷市おくやみハンドブック無償提供業務

３　スケジュール案
募集開始　　　　　　　　　　　令和８年５月２１日（木）
申込書提出期限　　　　　　　　令和８年６月３日（水）
プレゼンテーション審査会　　　令和８年６月１１日（木）　午前１０時から
選定結果通知　　　　　　　　　令和８年６月１８日（木）
協定締結　　　　　　　　　　　令和８年６月３０日（火）
広告募集　　　　　　　　　　　協定締結後から令和８年１０月２０日（火）まで
　　作成物の納品　　　　　　　　　令和８年１１月３０日（月）
※協定締結年度から３年間は、広告入りのおくやみハンドブックを毎年度無償提供する。

４　無償提供物の内容
　以下に関する内容を記載すること
（1） 各種別、場合別の手続きの手引き 
（2） チェックリスト、流れ図
（3） 来庁時に必要なもの
（4） 相続に関すること

５　申込方法
（１）プロポーザル申込書受付期間
令和８年５月２１日（木）から令和８年６月３日（水）まで
土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで
（刈谷市ホームページに掲載）
（２）提出先　刈谷市役所市民活動部市民課　〒448-8501　刈谷市東陽町１丁目１番地
（３）提出書類
ア　プロポーザル申込書（別紙１）
イ　提案書（任意様式。別紙２「審査基準」に関する事項を記載すること。）
ウ　法人にあっては履歴事項全部証明書、個人にあっては住民票の写し
エ　法人にあっては会社概要、個人にあっては事業主の身分証明書
オ　事業実績(パンフレットなど。)
カ　おくやみハンドブックのサンプル、又は過去に作成したハンドブック等
キ　その他市長が必要と認める書類
（４）手続
受付期間内に、必要な書類を刈谷市役所市民課に直接持参又は郵送してください。直接持参する場合は、提出書類を封筒に入れて、封緘をして提出してください。

６　申込資格及び条件
　申込者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな
　　いこと。
（２）令和７年度・令和８年度の刈谷市入札参加資格を有する、又は令和８年３月３１日時点までに刈谷市入札参加資格を有することができること。
（３）刈谷市入札参加資格停止要領の規定による参加資格停止措置を受けていないこと。
（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
（５）過去５年以内に国、地方公共団体においておくやみハンドブック又はこれに類する冊子等を作成し、又は無償提供した実績があること。

７　審査方法及び選定方法
　　庁内で組織する選定委員会において、企画提案書を提出した事業者に対してプレゼンテーション審査を行い、合計得点の最も高い事業者を協定候補者として選定し、協定締結に向けた手続を行う。申込者が１者であっても本プロポーザルは成立するものとするが、審査の結果、評価項目毎の評価点の合計が１項目でも０点がある申込者は選定しない。なお、申込者が４者を超える場合は、書類審査を行い、上位４者によるプレゼンテーション審査を行う。審査基準については、別紙２「審査基準」のとおりとする。

８　選定結果の通知
選定結果は、申込者に文書にて通知する。

９　質疑及び回答
本募集における質疑及び質疑回答については次のとおり行う。
（１）質問がある場合は、令和８年５月２７日（木）までに、電子メール(市民課メールアドレス（shimin@city.kariya.lg.jp）)にて市民課へ問い合わせすること。
（２）質疑に対する回答については、申込者全員に対し申込書に記載された担当者メールアドレス宛て電子メールで回答することとする。
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　　年　　月　　日

刈　谷　市　長　　様

申込者　住　　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名（名称）
代表者氏名

プロポーザル申込書
刈谷市おくやみハンドブック作成要項にかかる事業に下記のとおり申請します。
なお、申込にあたっては、刈谷市広告掲載要綱、刈谷市おくやみハンドブック広告取扱要領、刈谷市おくやみハンドブックの無償提供に関する要項及び刈谷市おくやみハンドブック無償提供者公募型プロポーザル実施概要書を遵守します。
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別紙２
審　査　基　準

１　書類審査基準（申込者が４者以上の場合のみ行う。）
	審査項目
	配点

	提案内容
	提案書の内容は実現可能であり、分かりやすく優れた提案がされているか。
	30

	実　　績
	国、他地方公共団体等での導入実績はあるか。
	20


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計50点
２　プレゼンテーション審査基準
	審査項目
	配点

	事業者
	(1)事業の内容、目的を理解し、要求を満たした適正な提案がされているか。
(2)国、他地方公共団体等での導入実績はあるか。
	10

	仕様
	(1)冊子の仕様及び視認性は優れたものであるか。
(2)案内表記は、分かりやすく明瞭であるか。
	30

	広告の募集
	(1)募集の考え方や選定の基準は、適切か。
(2)地元企業及び多様な広告主の募集は可能か。
(3)募集から選定までの流れと方法は具体的に示されているか。
	15

	管理
	(1)連絡から迅速な対応が可能か。
(2)問合せへの対応及び体制は整っているか。
	10

	作業
スケジュール
	広告募集から決定まで、冊子の無償提供までのスケジュールは速やかなものであり、具体的な日程が示されているか。
	5

	その他
	その他市民サービスの向上につながるもの、又は本市にとって有益な独自性のある提案はされているか。
	30


合計100点
